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議      長  日程第２「議案第31号工事請負契約の締結について（令和６年度松田町立松

田中学校屋外運動場整備工事（繰越明許））」を議題といたします。 

          町長の提案説明を求めます。 

町      長  議案第31号工事請負契約の締結について（令和６年度松田町立松田中学校屋

外運動場整備工事（繰越明許））。令和６年度松田町立松田中学校屋外運動場

整備工事（繰越明許）の請負について、次のとおり契約を締結するものとす

る。 

          １、契約の目的。令和６年度松田町立松田中学屋外運動場整備工事（繰越明

許）。 

          ２、契約の方法。指名競争入札による契約。 

          ３、請負代金額。一金、6,392万5,224円也。  

          ４、契約の相手方。神奈川県横浜市神奈川区沢渡48の９、株式会社スポーツ

テクノ和広神奈川営業所 神奈川営業所長 矢口貴也。 

          令和７年６月３日提出、松田町長 本山博幸。 

          提案理由。松田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により提案するものでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

議      長  町長の提案説明が終わりました。担当課長の細部説明を求めます。 

参事兼総務課長  それでは、議案第31号工事請負契約の締結について、御説明させていただき

ます。 

          １枚おめくりください。参考資料１を御覧ください。工事請負契約書の写し

でございます。 

          今回の契約につきましては、松田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、予定価格5,000万円を超える

工事請負契約のため提案させていただくものでございます。 

          なお、情報公開条例に基づきまして、参考資料１の工事請負者の印影及び次

ページの参考資料２の入札経過調書の自書及び印影等を墨塗りしております。 

          それでは、工事請負契約書について御説明させていただきます。 
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          １、工事名、令和６年度松田町立松田中学校屋外運動場整備工事（繰越明

許）。 

          ２、工事場所、松田町立松田中学校（神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1400

番地）。 

          ３、工期でございます。松田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例に基づく議会の議決を得た日から５日以内となります。終

期につきましては、令和７年10月31日まででございます。 

          ４、請負代金、6,392万5,224円、うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

は581万1,384円でございます。 

          ５、前払金、６、部分払は記載のとおりでございます。 

          ７、契約保証金につきましては、請負代金の10分の１以上でございますの

で、639万2,523円でございます。  

          ８、契約支払場所は記載のとおりでございます。  

          上記の工事について、発注者と請負者はおのおの対等な立場における合意に

基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実に

これを履行するものとする。本契約のあかしとして本書２通を作成し、当事者

記名、押印の上、各自１通を保有する。 

          なお、この契約は議会の議決を得るまで仮契約とする。令和７年５月23日。

発注者、住所、神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037、氏名、松田町長 本山

博幸。請負者、住所、神奈川県横浜市神奈川区沢渡48の９、氏名、株式会社ス

ポーツテクノ和広神奈川営業所 神奈川営業所長 矢口貴也。 

          恐れ入ります。参考資料２、入札経過調書を御覧ください。一番上段の欄で

ございます。左から、予定価格から最低制限価格の110分の100について御説明

いたします。 

          一番上段左側の予定価格は7,458万円です。 

          左から２番目の入札書比較価格は6,780万円で、入札比較価格は予定価格の

消費税抜きの価格でございます。 

          左から３番目の最低制限価格、こちらは6,376万5,900円でございます。最低
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制限価格は契約内容に適合した工事の履行を確保するために設けるもので、本

町は500万円以上の工事を対象に設定をしております。 

          さらにその隣でございます。最低制限価格の110分の100は5,796万9,000円

で、これは最低制限価格の消費税抜きの価格でございます。 

          入札執行場所は、電子入札でございます。 

          件名及び場所につきましては、記載のとおりでございます。 

          入札年月日は令和７年５月22日、午前９時開札でございます。 

          入札参加者の名称でございますが、最上段の（株）加藤工務店さんから最下

段の長谷川体育施設（株）神奈川営業所までの10者でございます。第１回目の

入札は、下から３番目の（株）スポーツテクノ和広神奈川営業所さんが最も安

い5,811万3,840円で入札いたしました。この価格は消費税抜きの価格でござい

ます。この価格がですね、先ほど御説明しました最上段の左から２番目、入札

書比較価格の6,780万円を下回った価格で、さらにその列の左から４番目の最

低制限価格の110分の100の価格5,796万9,000円を上回っております。結果、入

札書比較価格と最低制限価格の110分の100の間の範囲に収まりましたので、第

１回の入札で落札となりました。 

          最上段の右から２番目の落札価格を御覧ください。第１回入札価格に消費税

を加算しました6,392万5,224円が契約金額となります。 

          次ページをお願いいたします。参考資料３でございます。令和６年度松田町

立松田中学校屋外運動場整備工事（繰越明許）の平面図でございます。対象は

ですね、平面図右側、管理教室棟の南側の墨塗りの部分が今回の工事箇所でご

ざいます。工事内容につきましては、屋内運動場整備工6,500平米と、黒く丸

で示している部分がスプリンクラー設置箇所５か所になります。 

          説明は以上となります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

議      長  担当課長の細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ござい

ませんか。 

                      （「なし」の声あり ） 

          討論に入ります。 
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                      （「省略」の声あり ） 

          討論省略とのお声ですが、討論を省略し、採決を行って御異議ございません

か。 

                      （「異議なし」の声多数 ） 

          異議なしと認めます。討論を省略し、採決を行います。議案第31号工事請負

契約の締結について（令和６年度松田町立松田中学校屋外運動場整備工事（繰

越明許）について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

          起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 


